
「なだ桜まつり」補助金に関する要綱 

 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、「なだ桜まつり」（以下「当該事業」という。）に関する経費について、

神戸市補助金等の交付に関する規則（平成 27 年３月神戸市規則第 38 号。以下「補助金

規則」という。）に定めがあるもののほか、当該補助金の交付等に関して必要な事項を定

める。 

 

（対象者） 

第２条 補助事業の対象者は、なだ桜まつり実行委員会（以下、「実行委員会」という）と

する。 

 

（対象経費） 

第３条 補助事業の対象となる経費は、実行委員会が当該年度内に実施する当該行事に要

する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 当該行事のための会議運営やプログラム作成、消耗品などの事務に要する経費 

⑵ 当該行事の準備・当日のステージなどの会場設営・運営・撤去等に要する経費 

⑶ その他区長が必要と認める経費 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げるものは、補助金の対象から除外する。 

⑴ 団体構成員の食料及び飲食を主たる目的とした会合等に係る経費 

⑵ 団体構成員の人件費及び報酬 

⑶ 領収書がないなど使途が不明なもの 

⑷ その他区長が適当でないと認めたもの 

 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、予算の範囲内で決定するものとする。 

 

（交付申請） 

第５条 実行委員会は、補助金規則第５条第１項に基づき補助金の交付を申請するときは、

次に掲げる書類を、当該行事を実施する概ね 30日前までに区長に提出しなければならな

い。 

⑴ 補助金交付申請書（様式第１号） 

⑵ 構成員名簿 

 ⑶ 団体規約又は定款等 

 ⑷ 事業計画書 

 ⑸ 補助事業に係る収支予算書 

 ⑹ その他区長が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 



第６条 区長は、補助金規則第６条による補助金の交付決定を行うときは、次に掲げる

書類により申請後 30 日以内に実行委員会に通知するものとする。 

⑴ 補助金交付決定通知書（様式第２号） 

 ⑵ その他区長が必要と認める書類 

２ 区長は、補助金規則第６条第３項による補助金の交付が不適当である旨の通知を行う

ときは、次に掲げる書類をもって実行委員会に通知するものとする。 

⑴ 補助金不交付決定通知書（様式第３号） 

 ⑵ その他区長が必要と認める書類 

３ 区長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と思われる場合は、条件を付して

補助金の交付の決定を行うことができる。 

 

（補助事業の変更等） 

第７条 実行委員会は、補助金規則第７条第１項第１号に掲げる承認を受けようとすると

きは補助金交付決定内容変更承認申請書（様式第４号）を、同第２号に掲げる承認を受

けようとするときは補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を、区長に提出し

なければならない。 

２ 区長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認する

ことが適当であると認めたときは、その旨を補助金交付決定変更通知書（様式第６号）

又は補助事業中止（廃止）承認通知書（様式第７号）により、実行委員会に通知するも

のとする。 

 

（実績報告書の提出） 

第８条 実行委員会は、補助金規則第 15 条に基づき補助事業の実績を報告しようとすると

きは、次に掲げる書類を当該補助事業の完了後、概ね 30 日以内に区長まで提出しなけれ

ばならない。 

⑴ 補助事業実績報告書（様式第８号） 

⑵ 事業の実施状況がわかる資料 

⑶ 補助事業に係る収支決算書 

⑷ 補助金額に係る領収書等の写し 

 

（交付額の確定） 

第９条 区長は、補助金規則第 16条による補助金の交付額の確定を行ったときは、次に掲

げる書類を前条に規定する補助事業実績報告書を受理後、30 日以内に実行委員会に通知

するものとする。 

⑴ 補助金額確定通知書（様式第９号） 

 ⑵ その他区長が必要と認める書類 

 

（補助金の請求） 

第 10 条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書（様式



第 10号）を前条の補助金額確定通知書を受領後、30 日以内に区長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の請求があったときは、区長は速やかに補助金を実行委員会に支払うものとする。 

 

（補助金の概算払） 

第 11 条 実行委員会は、補助金規則第 18 条第２項に基づき補助事業の完了前に概算払を

受けようとするときは、第６条に規定する補助金交付決定通知書を受領後、30 日以内に

補助金概算払交付請求書（様式第 11 号）を区長に提出しなければならない。 

２ 前項の請求があったときは、区長は概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、

速やかに当該請求に係る補助金を実行委員会に支払うものとする。 

３ 区長は、補助金規則第 20条第２項に基づく返還が発生する場合は、実行委員会から第

８条に規定する補助事業実績報告書を受理後、30 日以内に第９条に規定する補助金額確

定通知書及び納付書を送付し、ただちに返還を命ずるものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第 12 条 区長は、補助金規則第 19 条による補助金の交付決定の全部又は一部を取消した

ときは、速やかに、その旨を補助金交付決定取消通知書（様式第 12号）により実行委員

会に通知するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付を取消した場合において、既に補助金を交付

しているときは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。 

 

（事情の変更等） 

第 13 条 区長は、補助金の交付決定後に経済状勢の著しい変化その他の予期することので

きない異常な事態が発生した場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、

又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

２ 前項の場合においても、準備等にかかった費用については補助金対象とすることがで

きる。この場合、実行委員会は、第 10条第１項に基づき区長に必要書類を提出すること

とする。 

 

（細目） 

第 14 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、総務部長が定

める。 

 
（施行細目の委任）  
第 15 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、まちづくり課長が定める 

 

（書類の様式） 

第 16 条 次の表の書類の項に掲げる様式は、前各条の様式番号に対応するものとする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成 24 年 4月 1 日に施行する。 

 この要綱は、平成 27年 4月 1 日から施行する。 

 この要綱は、平成 28年 4月 1 日から施行する。 

この要綱は、令和 3年 4月 1 日から施行する。 

この要綱は、令和 4年 4月 1 日から施行する。 

 

書類 様式 

補助金交付申請書  

補助金交付決定通知書 

補助金不交付決定通知書 

補助金交付決定内容変更承認申請書 

補助事業中止（廃止）承認申請書 

補助金交付決定変更通知書 

補助事業中止（廃止）承認通知書 

補助事業実績報告書 

補助金額確定通知書 

補助金交付請求書 

補助金概算払交付請求書 

補助金交付決定取消通知書 

受領委任状 

様式第１号 

様式第２号 

様式第３号 

様式第 4 号 

様式第 5 号 

様式第 6 号 

様式第 7 号 

様式第 8 号 

様式第 9 号 

様式第 10 号 

様式第 11 号 

様式第 12 号 

様式第 13 号 


